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文教都市 くにたち 

 
 
 

国 立 市役 所 採 用 案内  
（ 一 般 任 期 付 職 員 ： 主 任 介 護 支 援 専 門 員 ）  
 
 

令 和 ５年 度 採 用  



 

 

１  採 用 区 分 ・役職・職務内容 

  

※ 今 回 の 試 験 は 、 福 祉 系 の 相 談 業 務 等 で 活 躍 し て い た だ け る 人 材 を 専

門 職 と し て 募 集 い た し ま す 。  

※ 外 国 籍 の 人 も 受 験 で き ま す 。 た だ し 、 本 募 集 に 係 る 表 記 (申 込 み 、 結

果 通 知 等 )は 、 全 て 日 本 語 に よ り ま す 。  

 

２  身 分 

  常 勤 の 正 規 職 員 （ 任 期 付 ） と し て の 採 用 と な り 、 地 方 公 務 員 法 の 規 定

に よ り 、 公 務 に 専 念 す る こ と と な り ま す 。  

 

３  受 験 の 制 限 

  地 方 公 務 員 法 第 １ ６ 条 （ 欠 格 条 項 ） の 規 定 に よ り 、 次 の 各 号 の い ず れ  

 か に 該 当 す る 人 は 、 受 験 で き ま せ ん 。  

（ １ ） 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人  

   （ ２ ） 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で 又 は そ の 執 行

を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者 。  

  （ ３ ） 国 立 市 職 員 と し て 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か ら ２

年 を 経 過 し な い 者 。  

  （ ４ ） 日 本 国 憲 法 施 行 の 日 以 後 に お い て 、 日 本 国 憲 法 又 は そ の 下 に 成

立 し た 政 府 を 暴 力 で 破 壊 す る こ と を 主 張 す る 政 党 そ の 他 の 団 体 を

結 成 し 、 又 は こ れ に 加 入 し た 者 。  

 

４  採 用 予 定 日 

   令 和 5年 4月 １ 日  

＊た だ し 、 合 格 者 と 協 議 の 上 、 令 和 5年 4月 １ 日 以 前 の 採 用 と な る 可 能

性 が あ り ま す 。  

 

５  第 一 次 選 考 

 応 募 書 類 の 記 載 内 容 に よ り 、 専 門 性 及 び 業 績 等 を 勘 案 し て 書 類 選 考 を

行 い ま す 。  

 ※ １ ２ 月 下 旬 頃 に 結 果 を 発 表 い た し ま す 。  

 

 

 

採用区分 任用 期 間  受験資格 

一般 任 期付 職 員  
採用 日 から  

５年 間  

〇以 下 の要 件 を満 たす 方  

１ .昭 和 ４７ 年 ４月 ２日 以 降に 生 まれ た方 で 、主

任介 護 支援 専 門員 研修 修 了者 。  

 



 

６  第 二 次 選 考 

  個 別 面 接 を 実 施 し 、 担 当 業 務 へ の 適 正 等 に つ い て 判 断 し ま す 。  

（ 令 和 ５ 年 １ 月 中 旬 ～ 下 旬 頃 を 予 定 。 会 場 は 第 二 次 選 考 合 格 者 に 別 途

通 知 し ま す 。 ）  

 

７  健 康 診 断 

  第二次 選 考 合 格 者 に 対 し 、 健 康 診 断 を 実 施 し ま す 。  

 

８  応 募 手 続 

（ １ ） 申 込 書 類  

①  所 定 の 受 験 申 込 書 お よ び 職 務 経 歴 書  

上 半 身 脱 帽 、 正 面 向 き ４ ㎝ ×３ ㎝ の 写 真 (３ カ 月 以 内 に 撮 影 )を 貼 付

す る こ と 。  

 ②  作 文  

   作 文 は 、 以 下 題 名 に 沿 っ て 作 成 す る こ と 。 作 成 の 際 に は 、 冒 頭 に 氏

名 を 必 ず 記 載 す る こ と 。  

【 題 名 】 市 直 営 の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー で 、 主 任 介 護 支 援 専 門 員 で あ

る 私 が で き る こ と  

 

（ ２ ） 申 込 方 法  

 ○ 郵 送 又 は 持 参  

  ・ 郵 送 の 場 合  令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 （ 木 ） ま で （ 当 日 の 消 印 有 効 ）  

   ※ 国 立 市 役 所 行 政 管 理 部 職 員 課 人 事 ・ 人 材 育 成 係 宛 に 書 留 に よ り 送

付 し て く だ さ い 。  

  ・ 持 参 の 場 合  令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  

※ 国 立 市 役 所 ２ 階 行 政 管 理 部 職 員 課 人 事 ・ 人 材 育 成 係 ま で お 持 ち

く だ さ い 。 （ 土 ・ 日 曜 日 、 祝 日 及 び 正 午 ～ 午 後 １ 時 を 除 く ）  

 

（ ３ ） 申 込 に 係 る 注 意 事 項  

①  申 込 内 容 に 不 足 又 は 記 載 の 不 備 が あ る 場 合 は 、 受 付 で き な い 場

合 が あ り ま す 。  

②  選 考 に 関 す る 提 出 書 類 は 一 切 お 返 し し ま せ ん 。  

③  国 立 市 個 人 情 報 保 護 条 例 に 基 づ き 、 取 得 を し た 個 人 情 報 は 適 切

に 管 理 を し 、 採 用 試 験 に て 使 用 い た し ま す 。 採 用 試 験 以 外 に は

利 用 い た し ま せ ん 。 ま た 採 用 試 験 終 了 後 、 一 定 期 間 保 管 を さ せ

て 頂 き ま す 。  

④  募 集 要 項 に 掲 げ た 受 験 資 格 を 満 た し て い な い 、 ま た 申 込 書 の 記

載 事 項 が 事 実 と 相 違 し て い る 場 合 は 、 受 付 を 受 理 出 来 な い 場 合

が あ り ま す 。  

＊ 必 ず 、 上 記 ① ～ ④ に つ い て 同 意 を 頂 き 、 ご 応 募 頂 き ま す よ う 、  

お 願 い い た し ま す  

 

 



 

 

 

９  給 与（ 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 現 在 ）  

（ １ ） 初 任 給  

  市 条 例 等 の 規 定 に 基 づ き 、 採 用 前 の 民 間 企 業 等 で の 職 歴 な ど に 応 じ て

決 定 さ れ ま す 。  

上 級 初 任 給 （ 給 料 ＋ 地 域 手 当 １ ５ ％ ）  約２ １ １ ， ２ ５ ５ 円  

   ※ 職 務 経 験 年 数 、 職 種 等 に 応 じ て 、 増 額 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。  

   た と え ば 大 学 卒 業 後 、 募 集 職 種 と 同 種 の 職 務 の 正 職 員 で の 職 務 経 験

年 数 が １ ０ 年 で ３ ２ 歳 の 方 は ２ ９ １ ， ６ ４ ０ 円 程 度 が 支 給 さ れ ま す 。 

   ※ 採 用 試 験 申 込 書 類 の 職 歴 を 基 に 初 任 給 計 算 を し て い ま す 。 職 歴 の

記 載 が な い 場 合 は 無 職 で あ っ た も の と し て 、 計 算 を し ま す 。  

（ ２ ） 昇 給 年 １ 回  

（ ３ ） 諸 手 当   

① 扶 養 手 当  配 偶 者 、 子 、 父 母 等 、 対 象 に 応 じ た 手 当 額 を 支 給  

   ② 住 居 手 当  15,000円 （ 35歳 未 満 の 借 家 ・ 借 間 に 居 住 す る  

世 帯 主 ）  

       ※ 上 記 の 他 、 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 、 通 勤 手 当 、  

期 末 ・  勤 勉 手 当 、 時 間 外 勤 務 手 当 等 が 支 給 さ れ ま す 。  

 

１ ０  採 用 方 法 

  （ １ ） 最 終 合 格 者 は 、 国 立 市 職 員 採 用 候 補 者 名 簿 に 登 載 さ れ 、 名 簿 登

載 者 の 中 か ら 採 用 者 を 決 定 い た し ま す 。 採 用 決 定 者 は 、 原 則 と

し て 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 以 降 採 用 と な り ま す 。  

  （ ２ ） 名 簿 登 載 期 間 は 原 則 と し て １ 年 で す 。 登 載 後 、 １ 年 を 経 過 し て

も 採 用 さ れ な い と き は 、 失 格 と な り ま す 。  

 

１ １  福 利 厚 生 

  各 地 の 保 養 施 設 へ の 宿 泊 助 成 や 、 パ ッ ケ ー ジ 旅 行 利 用 助 成 、 人 間 ド ッ

ク 助 成 、 貯 金 事 業 、 貸 付 事 業 な ど を 行 っ て い ま す 。  

 

１ ２  勤 務 時 間 ・ 休 日  

 （ １ ） 勤 務 時 間 は １ 週 ３ ８ 時 間 ４ ５ 分 （ 原 則 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５

時 １ ５ 分 ま で ） で 、 週 休 二 日 制 で す 。  

 （ ２ ） 休 日 は 、 原 則 と し て 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 等 で す が 、 イ

ベ ン ト や 会 議 等 の 場 合 は こ の 限 り で は あ り ま せ ん 。  

 

１ ３  有 給 休 暇 

  １ 年 間 に ２ ０ 日 の 有 給 休 暇 （ 年 度 初 め の 付 与 日 数 ） 、 そ の 他 夏 季 休 暇 、

忌 引 休 暇 、 結 婚 休 暇 、 介 護 休 暇 、 出 産 育 児 関 連 休 暇 等 の 制 度 が あ り ま す 。  

 

 

 



 

 

１ ４  勤 務 地 

市 役 所 本 庁 舎  

 

１ ５  国 立 市 役 所 案 内 図  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR中 央 線 国 立 駅 南 口 か ら  

バ ス 4番 乗 り 場 か ら 「 国 立 泉 団 地 」 、 「 国 立 操 車 場 」 、 「 矢 川 駅 」 行 き の バ ス に ご 乗 車 い た だ

き 「 国 立 市 役 所 入 口 」 に て 下 車 (所 要 時 間 約 6分 )  

国 立 駅 か ら 徒 歩 で お 越 し の 場 合 は 約 25分 程 に な り ま す  

 

JR南 武 線 谷 保 駅 北 口 ま た は JR南 武 線 矢 川 駅 北 口 か ら  

谷 保 駅 北 口 か ら 徒 歩 で 約 7分  矢 川 駅 北 口 か ら 徒 歩 で 約 8分  



 

 

〔採用決定までの流れ〕 

 

 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 （ 木 ） ま で  採 用 試 験 申 込 （ 郵 送 の 場 合 ）  

※ 持 参 の 場 合  令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ６ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 １ ５ 分 ま で  

 

 

 

第 一 次 選 考 （ 書 類 選 考 ）  

令 和 ４ 年 １ ２ 月 下 旬 頃 に 結 果 を 発 表   

 

 

 

 

令 和 ５ 年 １ 月 中 旬 か ら 下 旬 頃  第二次 選 考 （ 個 別 面 接 試 験 ）  

 

 

 

最 終 合 格  採 用 候 補 者 名 簿 登 載  

 

 

 

採 用決 定  

 

 

 

国 立 市 役 所 入 庁  

 

       

 

もっと国立市について知りたい方は、国立市役所ホームページをご覧ください。 

国立市役所ホームページ http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/ 

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ や Twitterで も 市 政 情 報 、 イ ベ ン ト ・ 催 し 物 の お 知 ら せ や 、 災 害

時 等 の 緊 急 時 の 情 報 発 信 を し て い ま す 。  

Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 及 び Twitter公 式 ア カ ウ ン ト ： @city_kunitachi 

 

 

 



 

・ 人 事 評 価 制 度  

・ 職 員 研 修  

 
国 立 市 の 人 材 育 成 

大 変 厳 し い 財 政 状 況 の 中 、 限 ら れ た 人 材 で 住 民 の ニ ー ズ に 応 え て い く た め に は 、 職 員 一 人 ひ

と り が 最 大 限 能 力 を 発 揮 し な け れ ば な り ま せ ん 。 国 立 市 で は 、 令 和 ２ 年 度 に 策 定 し た 「 人 材 育

成 基 本 方 針 」 の 中 で 国 立 市 役 所 の ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー を 定 義 し た 上 で 、 人 材 育 成

の 方 策 を 具 体 的 に 示 し て い ま す 。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

人 材 育 成 基 本 方 針  

人が育つ 
土台づくり  

人を育てる 
仕組みづくり  

人が活きる 
職場環境づくり 

ミッション 
（存 在 意 義 ） 

・採用 
・人事異動・昇任昇格 

ビジョン 
（目 指 す姿 ） 

・ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの実現 
・女性の活躍推進 
・対話、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実 

   

国立市民の 
幸せの土台づくり 

課題発見→定義→解決 

国立市役所のミッシ ョ ン・ ビ ジョン ・バ リ ュー  

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ 
＆  

ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ 

変化と挑戦 チームワーク 

当事者意識 自 己 実 現  

バリュー 
（価 値 観 ・行 動 指 針 ） 



 

５つのバリュー 
バ リ ュ ー と は 、 ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン を 実 現 す る う え で 大 切 に す る 姿 勢 や 価 値 観 、 行 動 指 針

を 定 義 す る も の で す 。  

国 立 市 役 所 は 、 「 国 立 市 民 の 幸 せ の 土 台 づ く り 」 の た め に 存 在 し ＜ ミ ッ シ ョ ン ＞ 、 「 市 民 の

抱 え る 問 題 を 発 見 （ 再 発 見 ） し 、 取 り 組 む べ き 課 題 を 定 義 （ 再 定 義 ） し 、 解 決 す る 」 こ と 、 そ

れ を 続 け る こ と で ＜ ビ ジ ョ ン ＞ 、 幸 せ の 土 台 を つ く っ て い き ま す 。 ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン を 実

現 す る た め の 方 法 や 道 筋 は 必 ず し も 一 つ と は 限 り ま せ ん 。 国 立 市 役 所 で は 、 職 員 が 価 値 観 （ バ

リ ュ ー ） を 共 有 し 、 こ の 価 値 観 の も と で 手 段 を 選 択 す る こ と が で き る よ う 、 次 の ５ つ の バ リ ュ

ー を 職 員 の 行 動 指 針 と し て 掲 げ て い ま す 。  

 
Value１．  多様性を認め、受け入れ、活かす ダイバーシティ＆インクルージョン 

 

私 た ち は 、 年 齢 や 性 別 、 価 値 観 や ラ イ フ ス タ イ ル 等 の 多 様 性 を 認 め 、 受 け 入 れ 、 活 か し て い

き ま す 。 市 民 一 人 ひ と り を 尊 重 し 、 公 正 に 敬 意 を 持 っ て 接 す る と と も に 、 職 員 同 士 も 個 性 を 認

め 合 い 、 尊 重 す る 、 フ ェ ア で イ ン ク ル ー シ ブ な 組 織 風 土 の も と 、 職 員 一 人 ひ と り の 能 力 や ス キ

ル 、 経 験 、 強 み を 最 大 限 に 生 か す こ と の で き る 環 境 を つ く り ま す 。  
 

 
Value２．  変 化 を 生 み 出 し 、 果 敢 に 挑 戦 す る  

 

私 た ち は 、 変 化 を 恐 れ ず 、 変 化 を 生 み 出 す 個 人 や 集 団 と な り ま す 。 変 化 を 日 常 と す る た め 、

日 々 の 業 務 の 中 の 小 さ な こ と か ら 、 常 に 改 善 に 取 り 組 み ま す 。 ま た 、 取 り 組 む べ き 課 題 に 果 敢

に チ ャ レ ン ジ す る こ と を 適 正 に 評 価 す る と と も に 、 チ ャ レ ン ジ に よ り 生 ま れ た 経 験 を 次 に 活 か

す こ と の で き る 組 織 風 土 を つ く っ て い き ま す 。  
 

 
Value３．  広 く 強 い 当 事 者 意 識 を も つ  

 

私 た ち は 、 広 く 強 い 当 事 者 意 識 を も っ て 行 動 し ま す 。 自 分 の 目 の 前 の こ と の み な ら ず 、 広 く

課 題 を と ら え 、 自 己 研 鑽 に 励 み 、 社 会 や 市 民 が 抱 え る 課 題 に 対 し 常 に 学 び 続 け ま す 。 ま た 、 傍

観 者 と な ら ず 、 当 事 者 の 立 場 に 立 っ て 問 題 に 真 剣 に 取 り 組 み 、 強 い 主 体 性 を も っ て 解 決 策 を 考

え 実 行 し ま す 。  
 

 
Value４．  目 標 を 共 有 し 、 チ ー ム と し て 取 り 組 む  

 

私 た ち は 、 目 的 や 目 標 を 共 有 し 、 職 員 同 士 で 助 け 合 う こ と で お 互 い の 弱 点 を 補 完 し あ い 、 個

人 で は 達 成 で き な い 仕 事 を 、 チ ー ム と し て 成 し 遂 げ て い き ま す 。 ま た 、 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を

重 視 し 、 率 直 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 行 わ れ る 組 織 風 土 を 創 っ て い き ま す 。 職 員 同 士 や 部 署 間

の 関 係 性 を 強 化 し 、 組 織 力 を 高 め て い き ま す 。  

ま た 、 市 民 や 外 部 と の 関 係 に お い て は 、 コ ー デ ィ ネ ー タ ー と し て 一 丸 と な っ て 解 決 を 図 る 関

係 を 積 極 的 に 構 築 し て い き ま す 。  
 

 
Value５．  仕 事 を 通 じ て 、 職 員 も 幸 せ に な る  

 

私 た ち は 、 仕 事 を 通 じ て 、 自 身 の 幸 せ も つ か ん で い く よ う に 努 め ま す 。 職 員 一 人 ひ と り が 、

充 足 と 充 実 の な か で そ れ ぞ れ の 業 務 に 励 め る よ う に 、 相 互 に 尊 重 し あ う 組 織 風 土 を 整 え 、 市 民

と 職 員 、 双 方 の 幸 せ の 両 立 を 目 指 し ま す 。  

 



 

  

 

昇 任 制 度 
 

優 秀 で や る 気 の あ る 人 材 を 積 極 的 に 活 用 す る た め 、 国 立 市 で は 、 採 用 試 験 時 の 区 分 （ 上 級 ・

中 級 ・ 初 級 ） に 関 係 な く 、 同 じ 条 件 で 昇 任 試 験 等 を 受 け ら れ る 制 度 と し て い ま す 。 ま た 、 主 任

職 へ の 昇 任 試 験 に お い て 、 他 自 治 体 や 民 間 企 業 等 の 経 験 者 の 方 は 、 過 去 の 職 歴 を 換 算 し て 受 験

要 件 の 在 職 年 数 に 加 算 で き る 制 度 と し て い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          [  ]内 は 最 短 年 齢  

※ 1 在 職 年 数 5年 目 よ り 受 験 可 。 （ 規 則 に 基 づ き 、 4年 を 限 度 と し て 在 職 年 数 に 前 歴 加 算 が

可 能 で す 。 例 ： 採 用 職 種 と 同 じ 職 種 で 、 正 規 職 員 と し て の 前 歴 が 4年 以 上 あ る 場 合 は 、

28歳 以 上 か つ 市 職 員 と し て 在 職 1年 目 よ り 受 験 可 能 で す 。 ）  

※ 2 在 職 年 数 15年 目 よ り 受 験 可 。 （ 規 則 に 基 づ き 、 14年 を 限 度 と し て 在 職 年 数 に 前 歴 加

算 が 可 能 で す 。 例 ： 採 用 職 種 と 同 じ 職 種 で 、 正 規 職 員 と し て の 前 歴 が 14年 以 上 あ る 場

合 は 、 38歳 以 上 か つ 市 職 員 と し て 在 職 1年 目 よ り 受 験 可 能 で す 。 ）  

※ 3 上 記 制 度 は 令 和 4年 4月 1日 時 点 で の 制 度 で す 。 今 後 、 制 度 改 正 等 に よ り 変 更 と な る 場

合 が あ り ま す 。 ま た 、 在 職 年 数 に つ い て は 、 採 用 年 月 日 や 前 職 の 職 種 ・ 形 態 等 に よ り 異

な り ま す 。  

 

国 立 市 人 材 育 成 基 本 方 針 は 国 立 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 し て い ま す 。  

詳 し い 制 度 等 を 知 り た い 場 合 に は 、 下 記 URLを ご 覧 く だ さ い 。  

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisei/unei/ikusei/1465447602579.html 
 

ま た は   国 立 市 人 材 育 成 基 本 方 針   検 索   
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  国 立 市 の 概 要 
 

 

位  置   

 国 立 市 は 、 東 京 都 の 中 央 部 に あ っ て 、 東 は 府 中 市 、 西 は 立 川 市 、 北 は 国 分 寺 市 、 南 は 多 摩 川 を は さ ん

で 日 野 市 と 接 し て い ま す 。  

 東 経  139度 27分   北 緯  35度 41分   標 高  74m(基 点 は 、 市 役 所 の 位 置 ) 

 

 

地  勢   

 土 地 は 、 地 形 上 、 北 部 の 立 川 段 丘 か ら 、 南 に 向 か っ て 青 柳 段 丘 、 水 田 地 帯 の ３ つ に 分 け ら れ ま す 。 面

積 は ８ .15km2、 東 西 ２ .３ km、 南 北 ３ .７ kmと な っ て い ま す 。  

 

 

人 口 と 世 帯   

＜ 令 和 4年 4月 1日 現 在 ・ 外 国 人 登 録 を 含 む ＞  

男  37 ,101人  女  39,177人  計  76 ,278人  39 ,025世 帯  

  

 

市 制 施 行   

昭 和 42年 (1967年 )1月 1日  平 成 29年 1月 1日 に 市 制 施 行 50周 年 を 迎 え ま し た 。  

 

 

国 立 市 の 市 章   

 

 国 立 市 の マ ー ク は 、 梅 の 花 で す 。 五 弁 の 花 び ら を あ し ら っ た こ の 市 章 は 、 い ろ い ろ な 意 味 を も っ て い

ま す 。 二 重 の 外 側 は 、 「 国 」 の か ま え を 表 し 、 内 側 は 、 「 立 」 と 文 教 の 「 文 」 を 示 し 、 図 案 全 体 で 世 界

五 大 州 の 意 味 も 含 ん で い ま す 。  

 

 

国 立 の 名 前 の 由 来   

 国 立 と い う 名 は 、 大 正 時 代 の 末 期 、 箱 根 土 地 株 式 会 社 に よ っ て 谷 保 村 の 北 部 の 山 林 が 開 発 さ れ た 際 、

ま ち の 名 前 を 選 ぶ と き に 出 て き ま し た 。 当 時 の 中 央 線 は 国 分 寺 の 次 が 立 川 で 、 ち ょ う ど そ の 真 中 に 当 た

る 場 所 に 駅 を つ く る こ と に な っ て い た た め 、 両 方 の 頭 文 字 を 取 っ て 「 国 立 」 に し よ う と い う 声 が 上 が り

ま し た 。  

 こ の 案 は 「 こ の 地 か ら 新 し い 国 が 立 つ 」 と い う 願 い と も 相 ま っ て 受 け 入 れ ら れ た よ う で す 。 「 国 立 」

が 正 式 名 に な っ た の は 、 昭 和 26年 （ 1951年 ） 4月 1日 で す 。 戦 後 、 国 立 地 区 に 移 り 住 む 人 々 が 増 え 、 村

制 か ら 町 制 に 移 行 す る と き に 、 町 名 を ど う す る か で 村 内 の 意 見 が 分 か れ ま し た が 、 谷 保 村 議 会 で 投 票 の

結 果 、 「 国 立 町 」 に 決 ま り ま し た 。  

 

 



 

 

く に た ち の あ ゆ み   

中  世   

 鎌 倉 時 代 の 後 期 に は 「 谷 保 郷 」 と い う 地 名 が 成 立 し ま し た 。 本 来 谷 保 の 「 谷 」 は 「 ヤ ツ 」 で 、 湿 地 帯

を 意 味 し 、 こ の 地 域 が 水 田 に 適 し た 土 地 条 件 を 持 っ て い た こ と か ら も 、 稲 作 が 盛 ん だ っ た と 考 え ら れ ま

す 。 鎌 倉 の 御 家 人 の 津 戸 氏 と 名 の る 武 士 が 、 谷 保 に 住 ん で い た と い わ れ て い ま す 。  

 

江 戸 ・ 明 治 時 代   

 江 戸 時 代 、 今 の 甲 州 街 道 を 中 心 に 民 家 が 立 ち 並 び 、 や が て 村 へ と 発 展 。 住 民 は 農 業 、 養 蚕 を 主 と し 、

街 道 沿 い に は 商 業 ・ 手 工 業 を 営 む 家 も あ り ま し た 。  

 明 治 22年 （ 1889年 ） に は 、 谷 保 村 ・ 青 柳 村 ・ 石 田 村 飛 地 の 3村 が 合 併 し 、 国 立 の 前 身 の 「 谷 保 村 」

と な り ま し た 。 同 26年 （ 1893年 ） に は 、 そ れ ま で 属 し て い た 神 奈 川 県 か ら 東 京 府 へ と 移 管 さ れ ま し た 。  

 

大 正 時 代   

 大 正 時 代 末 期 に な っ て も 、 谷 保 村 は 甲 州 街 道 沿 い に 数 百 戸 の 農 家 が 点 在 す る だ け で し た 。 し か し 、 谷

保 村 の 北 部 一 帯 の 山 林 が 、 箱 根 土 地 株 式 会 社 に よ っ て 開 発 さ れ 、 理 想 の 文 教 都 市 を め ざ し て 、 整 然 と し

た 街 路 が 作 ら れ ま し た 。 大 正 15年 （ 1926年 ） に は 、 国 立 音 楽 大 学 が 創 立 さ れ 、 ま た 、 国 立 駅 が 開 設 さ

れ ま し た 。  

 

昭 和 時 代 ～ 現 在   

 昭 和 2 年 （ 1927 年 ） に 一 橋 大 学 が 誘 致 さ れ 、 4 年 （ 1929 年 ） に 南 武 線 が 開 通 し ま し た 。 昭 和 20年

（ 1945年 ） 代 に は 第 二 次 世 界 大 戦 に よ る 疎 開 と 、 戦 後 の 住 宅 復 興 に よ っ て 、 人 口 は う な ぎ の ぼ り に 増

え 、 26年 （ 1951年 ） に 谷 保 村 か ら 国 立 町 に な り ま し た 。 ま た 、 そ の こ ろ 国 立 の 教 育 環 境 を 守 る た め 、

市 民 や 学 生 を 中 心 に 、 「 文 教 地 区 指 定 運 動 が 起 こ り 、 27年 （ 1952年 ） 1月 6日 、 国 立 は 建 設 省 と 東 京 都

か ら 「 文 教 地 区 」 の 指 定 を 受 け ま し た 。 40年 （ 1965年 ） 、 公 団 の 富 士 見 台 団 地 が 完 成 し 、 人 口 も 一 躍

5万 人 を 突 破 し て 「 国 立 市 」 が 誕 生 し ま し た 。 平 成 10年 （ 1998年 ） に 、 市 民 が 7万 人 を 超 え 、 現 在 に 至

っ て い ま す 。  

 平 成 28年 度 （ 2016 年 度 ） か ら 平 成 39年 度 （ 2027年 度 ） ま で の 12年 間 を 計 画 期 間 と し た 第 五 期 基

本 構 想 で は 、 「 人 間 を 大 切 に す る 」 ま ち づ く り を 基 本 理 念 に 、 「 文 教 都 市 く に た ち 」 の さ ら な る 発 展 を

目 指 し 、 「 次 世 代 の 育 成 」 、 「 安 心 ・ 安 全 の 確 保 」 、 「 国 立 ブ ラ ン ド の 向 上 」 に 重 点 的 に 取 り 組 み 、 ま

ち づ く り の 目 標 実 現 に 向 け て 市 政 に 取 り 組 ん で い ま す 。  

  



 

 

国立市役所の組織   

※ 令 和 4年 4月 1日 現 在  

 

市 長 オンブズマン事務局
総合オンブズマンに関すること、行政
不服審査会に関すること

監査に関すること。

都市計画、道路、交通、下水道に関す

ること、農業振興、国立駅周辺の整
備、南部地域の整備、用地取得等に関

すること。

監査委員 監査委員事務局

選挙管理委員会

事務局
選挙に関すること。

選挙管理

委員会

議会 議会事務局

市立小・中学校の管理、学校給食、生
涯学習、社会教育、スポーツ振興、教

職員等に関すること。

市議会に関すること。

教育長 事務局

教育委員会

出納に関すること。会計管理者 会計課

都市整備部

相談、市民活動の支援、消費者行政、

多文化共生、地域コミュニティ、市民
プラザの運営、環境衛生、公害・自然

環境の保全、清掃、公園、河川・水

路、商工・観光に関すること。

生活環境部

児童・青少年、保育・幼稚園、母子・

ひとり親の福祉に関すること。
子ども家庭部

生活保護、心身障害者（児）及び高齢
者の福祉、保健衛生、介護保険、国民

健康保険・後期高齢者医療等に関する

こと。

健康福祉部

公有財産の管理及び契約、統計調査、
職員の人事・人材育成・給与厚生、文

書、法規・条例、防災・消防・防犯、

情報政策・電子情報処理、戸籍・住民
基本台帳、国民年金、公有建物の営繕

等に関すること。

行政管理部

農地の管理、農業経営改善・振興等に

関すること。

副市長

農業委員会 農業委員会事務局

政策経営部
儀式・秘書、広報・広聴、市政の総合

企画調整・財政、平和・人権・男女平

等参画、税務に関すること。



 

 

ワークライフバランスについて 

 

職員が仕事とプライベートの両方を充実することができるように、国立市では下記の

ような取組をしています。  

1.休暇制度等  

年次休暇（１年（年度）で２０日間付与）、夏季休暇（７月１日～９月３０日に５日

間付与）の他、下記の休暇も取得できます。  

 

【子育てに関する休暇等】  

産前産後休暇、育児休業の他にも下記のような休暇があります。  

 

①妊娠中の女性職員の通勤緩和  

妊娠中の女性職員が、交通混雑を避けるための休暇で、1日1時間  

以内で産前休暇に入るまで取得できます。  

②育児時間  

1歳3月に満たないお子さんを養育するため、１日２回、９０分以内で取得できます。  

③部分休業  

小学校就学前までのお子さんを養育するため、１日の勤務時間のうち２時間以内で遅

く出勤したり、早く退勤したりすることができる制度です。  

④子どもの看護休暇  

中学校就学前の子の看護のほか、予防接種や健康診断を受けさせる場合に１年（年度）

につき、５日以内で取得できます。  

 

男性の育児参加を支援するためにこんな休暇もあります！  

✿出産支援休暇  

男性職員が配偶者の出産にあたり、お子さんの養育や家事等を行うために取得できる

休暇です。配偶者の出産日から 2週間以内で2日間取得できます。  

✿育児参加休暇  

男性職員が育児に参加するため、配偶者の出産日の翌日から 8週間以内で 5日間取得す

ることができます。  

 

上記の他、ボランティア休暇や結婚休暇、大学等課程の履修や国際貢献活動に従事す

るために3年以内で取得できる自己啓発等休業などの制度もあります。  

 

2 .ワークライフバランスデー  

毎週金曜日及び給与支給日を「ワークライフバランスデー」として定時退庁日とし、

プライベートの充実を図ることを促しています。また、ワークライフバランスデーで

ない日についても、20時完全退庁の取り組みを実施しています。  

 
仕事と子育てや趣味

との両立を実現する  

 

産休や通勤緩和等以外は男

性も取得でき、男性の育児

休業、部分休業等の実績も

あります。男女ともに働き

やすい環境です！  

 
男女と問わず、子育てと仕事を両

立している職員が多くいます！  



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ・送付先 

 

 
   〒186-8501 国立市富士見台２丁目４７番地の１ 

     国立市役所行政管理部職員課人事・人材育成係 

         ℡０４２（５７６）２１１１（代） 

                    内線２６１ 


